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平成27年12月定例県議会特集！
  更なる県政発展のために県議会改革を実行！

謹啓　新春の候、皆様方に於かれましては、新年を健
やかにお過ごしのことと、お喜び申し上げます。平素
は、私の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
　さて、１２月２日から２２日に於きまして、埼玉
県議会１２月定例会が行われました。２１日間の慎
重審議の末、「知事の権限に属する事務処理の特例に
関する条例の一部を改正する条例」など、知事提出
議案５０件を原案通り可決、「人事委員会委員の任命」
など人事案件１２件に同意致しました。また、９月
定例会より継続審査となっていました「平成２６年
度埼玉県の一般会計及び特別会計決算の認定につい
て」及び「平成２６年度埼玉県公営企業会計決算の
認定について」認定致しました。

埼玉県議会議員　田村たくみ

議会運営委員会にて議事進行を行う田村委員長
　また、議会途中に知事より追加提出されました「埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について」
の議案は、継続審査となりました。まち・ひと・しごと総合戦略の策定については、国の法制定を受け今年度
中に各地方自治体で総合戦略を定めることとなっております。これを受け、埼玉県では９月定例県議会にて設
置した特別委員会にて県執行部の素案を中心に閉会中に審査を行って参りました。特別委員会の指摘事項を踏
まえて策定された議案ではありましたが、素案から議案に至る総合戦略の大幅な修正が見られたことや新型交
付金を受けるための具体的な施策が見えないこと等、審議すべき事項が多岐に渡ることから継続審査となった
次第です。知事の御用会派から議決に賛成の立場から「市町村の総合戦略に影響を与える」等、意味不明な反
対意見がありましたが、賛成多数で継続審査となりました。
　更に、今議会では来年２月定例県議会に於ける「予算特別委員会」の設置について審議を行いました。平成
１６年に設置された予算特別委員会は、これまで予算審議を一問一答にて知事や付属機関の長に行っておりま
した。しかし、知事等の発言が具体性に欠け質疑が形骸化している等の意見が伺えたことから、実質的に予算
審議を行えるように改革を行いました。まず、知事の予算編成の取り組み方針については、本会議にて議案の
提案説明や代表質問を通して行えることから予算を部局別に審査する方式へと変更致しました。また、締めく
くりの総括質疑にて知事への質疑時間を確保するとともに、討論・採決を行うことと致しました。これにより、
予算特別委員会の審査時間は、従来の３日間から８日間に大幅に増加するとともに、部局別審査では発言通告
の無い一問一答の質疑となることから、議員は大幅な予算への知識が求められ、執行部は綿密な予算への取り
組みが求められることとなります。私が改正案の制度設計を行わせて頂きましたが、議会改革の一助になった
ものと自負しております。
　しかし、この予算特別委員会設置要綱の審議では、事前の意見聴取等、慎重な審議を心掛けて参りましたが、
知事の御用会派からは理解が得られず紆余曲折ありましたが、賛成多数をもって成立させて頂きました。
　今後も、県政推進・地域発展のために、様々な施策に挑戦して参ります。皆様の更なるご指導・ご鞭撻のほ
ど、宜しくお願い申し上げます。寒さ厳しい日々が続いて参りますので、お体ご自愛の上お過ごし下さい。
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　埼玉県議会自由民主党議員団では、障害者差別解消法の施行に先立ち、障害者と障害者でない
者が分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域の中で共に手を取り
合って暮らすことのできる社会の推進を目指すべく、プロジェクトチームを立ち上げ、条例の制
定について検討して参りました。ここに「（仮称）埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安
心して暮らしていける共生社会づくり条例（骨子案）」を取りまとめ、策定に当たり、多くの県
民の皆様のご意見を反映するため、「県民コメント」を募集いたします。
　また、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を推進すべく、こちらもプロ
ジェクトチームを立ち上げ、条例の制定について検討して参りました。手話が言語であり、ろう
者とろう者以外の者が、手話により意思疎通を行う権利を尊重することなどを条例案では規定し
ております。ここに「（仮称）埼玉県手話言語条例（骨子案）」を取りまとめ、策定に当たり、多
くの県民の皆様のご意見を反映するため、「県民コメント」を募集いたします。
　各条例案の詳細は、下記ホームページまで。

障害者が暮らしやすい社会を目指し条例制定へ！
＝＝＝パブリック・コメント募集！＝＝＝

県政のこと、身近なこと、何でもお気軽にご相談ください！お問い合わせは、「田村たくみ」事務所まで…！

埼玉県議会議員　田 村 た く み　事務所

電話 ： 048-681-0005　　FAX:048-681-0006

〒337-0042　さいたま市見沼区南中野４５７－１５　　e-mail：info@takumi-tamura.jp　

ホームページ　　http://www.takumi-tamura.jp

田 村 た く み プロフィール
　埼玉県議会議員（３期）
　　・南６区（さいたま市見沼区）選出　　・埼玉県議会議会運営委員会  委員長　
　　・福祉保健医療委員会  委員　　・地方創生・行財政改革特別委員会  委員長
　昭和４６年１０月１５日生まれ（４４歳）
　　・さいたま市立海老沼小学校　卒業　・さいたま市立片柳中学校　卒業
　　・埼玉県立川口青陵高等学校　卒業　・放送大学教養学部　卒業
　　・明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　修了（公共政策修士）
　主な経歴及び役職
　　・自民党青年局中央常任委員会  副議長　・自民党埼玉県支部連合会  青年局長
　　・自民党さいたま市見沼区支部 支部長           ・日本会議地方議員連盟  副幹事長
　　・一般財団法人 日本教育再生機構 運営委員　・さいたま市大宮野球連盟 副会長
　　・一般社団法人 埼玉スポーツ振興会 会長　・社会福祉法人 希求会 理事　等

写真で見る活動報告！
自民党埼玉県連ホームページ   www.jimin-saitama.net

　  安倍総理と地方創生について意見交換　　　  東武鉄道本社にて利便性向上に向け協議　　　　赤い羽根共同募金活動をコバトンと！

  　 埼玉県水泳連盟式典にて瀬戸選手と！　　  圏央道開通前に議員連盟にて整備状況を視察　　     早川アナウンサーとテレ玉の収録！
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